
建築基準法に基づく定期報告制度の対象建築物の拡大に関する市民の皆様の御意見 

 

※ 番号は，市民意見募集のリーフレットの構成に基づき以下の分類で掲載しています。 

  １：制度そのものに関すること  ２：対象建築物拡大案に関すること 

  ３：調査・検査の方法や内容に関すること ４：窓口や指導の体制に関すること 

  ５：費用負担や補助金に関すること  ６：その他 

  ＊判断できなかったものは「―」と示し，意見数に含めていません。 

 

※ 区分は以下のとおりです。 

  Ａ：対象建築物の所有者又は管理者 

  Ｂ：建築の設計・建設に係る仕事に就いている 

  Ｃ：建築の調査・点検に係る仕事に就いている 

  Ｄ：その他 

受付 

番号 

区分 意見内容 

１ 
Ａ 

(遊技場) 
3 

 従前の建物について，基準法に従い定期報告を必ず実施

し，報告書も提出しております。 

 その範囲が広がるということですが，所有者としては，そ

の検査費用も尐なからず負担であります。 

 設備関係(誘導灯，非常灯)等の点検は消防設備の点検と一

部重なる箇所もあり，点検物件も増えるということであれ

ば，検査内容及び検査方法(壁面のタイルについては現実的

に不可能である点)も配慮をお願いしたいと考えます。 

２ 
Ａ 

(共同住宅) 
― 

当方は，耐震改修済のマンションである。 

３ 
Ａ 

(共同住宅) 

5  費用はどれぐらいかかるのか知りたい。 

4  罰則は必ず適用されるのか。 

5 
 消防の査察などは無料だが，お金のかかる制度である。無

料で市がやってくれないものか。 

4 

 マンションは，ビル管理法，耐震，マンション調査…，市

のいろんな部門が入替わりやってくる。マンション対応のワ

ンストップ化はできないのか。 

2 
 管理組合の集約もあるので，時間が必要なため，マンショ

ンはスタート年度を遅くしてほしい。 

2 
 戸建住宅はほったらかしであるが，マンションには厳しい

と思う。 

４ Ｄ 

1 

 今回の定期報告の対象範囲の拡大には，賛成です。 

 特に多くの市民が利用する施設については，しっかりと安

心・安全であることが分かるように工夫してほしいと思いま

す。 

3 

 例えば，平成 15年 9月 30日まであった適マーク制度（通

称:丸適マーク）など，定期報告していることが分かる分か

りやすいマークの工夫をお願いします。現在の防火基準点検

済証をあまり目にしませんので。 

5 
 また，定期報告に費用負担が多くかからない工夫も考えて

ください。 

5  例えば，補助など負担軽減となるようにお願いします。 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

５ 
Ａ 

(共同住宅) 

5 

 調査・検査→報告書作成のための費用の概算方法の提示要

求。 

 送付頂きました文書には「既存建築物の更なる状況把握と

安全性の向上を図るため，定期報告制度の対象建築物を拡大

します。」と記されています。趣旨は理解できますが金銭的

負担については全く触れられていません。 

 マンションの場合，建物について 3年に 1回「調査・検査

→報告書作成」は専門の技術者に依頼しなければならなくな

ります。 

 報告書の仕様によっては調査・検査のため高額な支払の負

担が必要になります。 

 この負担をマンション側に強制的に押しつけながら，必要

経費について一言も触れられていないのは余りにも無責任

な提案(提案でなく決定のように思われますが)だと思いま

す。 

 必要金額については何の検討もなく制度だけを提案され

ているとは思えませんので，1平方メータ当たり○○円程度

とか，負担の概算が計算出来る数値をお知らせ下さい。 

 まさか負担金のことは考えていないとは言われないでし

ょうね。 

4 

 罰則の明文化をお示し下さい。 

「調査・検査→報告書作成」について 

 この制度が決まったのち，報告書を提出した建物に事故?

が発生した場合の，報告書作成者の責任はどのように法文化

されるつもりでしょうか。 

 マンション側が費用を削ったことによったり，姉歯元１級

建築士のような専門家だったりした場合，その責任はどのよ

うになるのでしょうか。 

 監督官庁として市が責任を取られるのでしょうか。 

 なお，罰則を強化すれば，マンション側の負担は毎回 100

万円以上になるのは火を見るよりも明らかです。 

 場合によっては改善困難又は不可能な報告書を作成され

る恐れもあります。 

5 

 市の担当部署は制度を作れば責任逃れができて万々歳で

しょうが，マンション側にとっては大問題です。景観条例に

輪をかけた悪い制度だと考えます。 

 金銭的な大幅な補助制度を加味したやさしさのある制度

の検討をお願いします。 

 マンションによっては，100万円 200万円の負担は問題に

ならない処もあるでしょうが，修繕積立金の増額をしなけれ

ば，専門の技術者に支払いが困難なマンションも多々あると

思います。 

 責任ある回答をお願い申し上げます。 

 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

６ 
Ａ 

(共同住宅) 

1 
 新しく指定された特殊建築物は他地域でも対象となって

いるものが多いため，妥当な判断であると思います。 

2 

 面積要件に関しては，大阪や神戸市等でももっと狭い面積

から報告対象となっているものもあるので，対象建築物数が

多すぎるということにならないのであれば，検討の余地はあ

るかと思います。 

７ 
Ａ 

(共同住宅) 
3 

 当団地では長期にわたり，一級建築士のアドバイザーによ

るところの長期計画修繕表にのっとり，適正に診断及び修繕

をやっております。 

 そして次年度からは２～３年かけて水道，電気設備の修繕

をするつもりで見積もり等の準備をしておりますので今の

ところ安心はしておりますが，躯体内部の事がわからず，大

地震に耐えられるのかどうかが一番心配です。そこのところ

を調査してくれるとありがたいですが，調査費用はどうなる

のでしょうか？ 

８ 
Ａ 

(共同住宅) 

3 

 大規模修繕工事を平成 23年 12月に終了いたしました。管

対協建物コンサルタント一級建築士の専門的な助言又は情

報の提供を受けて工事の施工。次回大規模修繕計画は平成 35

～37 年度の計画です。当マンションは昭和 54年 5月築で平

成 2年，平成 13年，平成 23年と 3回大規模修繕を施工して

まいりました。建築士は夫々異なっています。 

 3 年に一度の定期報告ですが，一級建築士の請負代金も高

額につき，大規模修繕工事の建物診断の調査報告ではいかが

なものですか。 

3  マンション独自の点検と連動しやすい制度としてほしい。 

９ Ｄ 1 

 すいませんが，上のどれにもあてはまりません。しかし，

建築物で火災が起こった場合，不適切な維持管理が原因で，

惨事につながる場合があると書いてあるので…解読不可…

の通りだと思います。ちょっとした不注意が大参事につなが

る事もあるのでよっぽど注意が必要だと思います。その中で

も，…解読不可…外壁のタイルが剥がれていないか…解読不

可…，そこから火がもれて火災になりやすいし，よっぽど入

念に検査が必要だと思います。よくテレビのニュースで…解

読不可…だったということがよく聞かれます。…解読不可…

なるのも考えるだけでも…解読不可…調査や点検を…解読

不可…してほしいと思います。 

 きたない字でどうもすいません。 

 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

１０ 
Ａ 

(共同住宅) 

1 

 対象拡大には基本的に反対です。 

 現在でも毎年高圧受電設備，消防設備の定期点検，５年に

１度の鉄部塗装，１０年に１度の外壁塗装を行ってきまし

た。 

5 

 また，先年には耐震診断も受けましたが，結果に対する補

強工事はしていません。費用対効果が悪すぎるからです。 

 同様に，対象拡大による専門技術者の費用が大変です。 

3 

 もし，対象拡大するなら，特定行政庁から専門技術者の派

遣をしてもらい，調査・検査に管理組合が協力するのなら対

象拡大も可能かと思います。 

１１ Ｄ 

1 
 震災の事もあったので，対象範囲の拡大については賛成で

す。 

2 
 特に検討されている児童福祉施設等への拡大適用など，早

急に実現していただきたいです。 

3 
 また，ひと昔前にあった耐震偽装の問題もあるので，『調

査者』のチェックについてもお願いしたいです。 

１２ Ｄ 

1 

 都市のストックの安全性が増すことは，市民として安心し

て暮らせるために良いことと思います。 

 より安心・安全なまちとなっていくために，今回の対象拡

大が，建物の適切な維持管理に建築士の方々が主体的に関わ

るきっかけになればと期待します。 

6 

 ただ，所有者にとっては費用負担増になると考える方もお

られるでしょうし，新たに対象となった建築物の所有者が事

情の分からないまま詐欺被害などに巻き込まれないとも限

りません。 

5 
 一層の制度周知をお願いしたいのに加え，業界団体により

標準コストなどが示されると安心感が増すように思います。 

 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

１３ Ｂ 

2 

 対象面積が特殊建築物と建築設備で違うのは，建物所有者

や管理者にとって，混乱を招きかねない。他の都道府県では，

このような例は尐ない。 

3 

 調査者(建築事務所等)に権限と責任をもう尐し与えても

いいのでは。と言うのは，所有者の意識に「そこそこで勘弁

して…」と考えていて，行政の厳しい検査だという風に意識

付けたい。 

3 

 費用については，価格競争が激化し，現場にも行かず書類

作成のみ，又は昨年のデータを利用し提出しているところも

あり，問題だ。案としては， 

・最低価格を設定し，下回ることのないよう罰則規定等を設け

る。 

・用途，床面積，設備内容に応じて行政価格(調査費，審査手数

料込み)を決める。所有者はその価格を行政に納付し，調査者は

後日返還してもらう方法をとる。 

4 

 審査は，大阪市や名古屋市のように委託し，審査手数料を

徴収する。 

 公募により，一級建築士及び事務員を募集し庁舎内に審査

場所を設け，その業務に当たらせる。(建築確認検査機関は，

確認業務が主であることと，民間なので駄目) 

１４ Ｄ 

1 
 今回の対象拡大は，建物の安全性の向上につながり，利用

者の安心につながるもので評価する。 

5 
 所有者にとっては，一定の負担を伴うものなので，調査の

費用等について適正な情報提供をお願いする。 

1 
 報告することのメリット，例えば火災保険や地震保険に反

映するとか固定資産税の課税に評価するとかを検討すべき。 

１５ Ｂ 3 
 建築設備の検査において，例えば病室等で，検査等が困難

な場合の緩和や猶予についての検討をお願いしたい。 

１６ Ｄ 5 

 学校施設営繕も同時に行っている者です。 

 他の施設， 2,000 ㎡の建築物の定期報告で費用が

\500,000.-ほど必要でした。今回の法令改正で，高額の費用

が必要となるのが心配です。 

１７ Ｂ 2 

 新しく対象となる物件の報告年度（用途別に年度を決める

というご説明内容）の決定時期はできるだけ早くお知らせい

ただきたいと思います。（オーナー様の準備期間が必要なた

め） 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

１８ 
Ａ 

（遊技場） 

2  実施については猶予期間を設けてほしい。 

3 
 消防設備点検報告書（消防署提出分）と重複する分は，同

写しで対応してほしい。 

3 
 調査する業社一覧（HP等に公開）する等の対応をしてほし

い。→業社を探す際に簡単になる。 

5 

 調査業社のコスト（点検，報告費用）が適正価格か京都市

でも調査の実施を行ってほしい。（弁護士手当など《のよう

に》基準価格を市の方で設定してほしい。出来ない場合は調

査基準（標準）価格の設定を行ってほしい。） 

１９ 
Ａ 

（学校） 

3  具体的にどの様な者（業者 etc．）に調査をさせるのか？ 

5 
 上記に係る費用はどうなるのか？また，補助金 etc．ある

のか？ 

2 
 大学のみ対象なのか？（高校，中学校，小学校，幼稚園を

含むのか） 

2 
 建築設備1,500㎡を超えるとは具体的にどのようなことな

のか？ 

3 
 消防設備について，消防署提出（消防計画と重複）してい

るが，必要なのか。 

3 
 現在，建築設備については，既に定期点検しているが，ど

のように運用していけばよいのか？ 

2  学校はいつから対象になるのか？ 

２０ Ｂ 

1 

 建築関係団体の者です。 

 対象建築物の所有者が定期報告制度の対象と新たに指定

された場合に，制度上致し方なしという認識では，業務に支

障が出ると思われるので，資産価値の維持向上であり，メリ

ットがある中での調査報告のコストと理解されるような広

報をして頂きたい。 

6 

 調査者の必要人員が増えることに対して，当建築関係団体

では本年度に，調査者の実務講習を行い，対象建築物所有に

対する勉強会を開催するかを検討しています。実行の際は共

催願います。 

２１ 

Ｃ 

（ホテル又は 

旅館） 

1  報告制度の拡大は大賛成です。 

2 
 対象面積の小さい程，防災等に係る認識が薄い（所有者，

従業員等） 

4 
 推進課，審査課の皆様の業務量が多くなりますが現状要員

で対応して下さいね。（健康に留意して下さい。） 

２２ Ｂ 

5 

 タイル外壁面（歩行者に危害を加える部分）の全面打診は

非常に費用がかかります。京都市（府）からの補助とか借り

入れはできないのでしょうか？ 

6 

 上記以外にも調査費用（技術料・人件費・その他）だけで

も必ずかかる費用です。押しつけの行政だけでなく，市民に

もっと“やさしい”京都であってほしいものです。 

２３ 
Ａ 

（共同住宅） 
3 

 調査者（調査を行う専門の技術者）資格の中に，共同住宅

の場合は，マンション管理士も加えてほしい。 

 対象建築物(共同住宅）管理者《管理組合理事長》 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

２４ Ｄ 

1 
 既存建築物の所有者に対する一貫したご指導をなされる

ことが一番大切なことであると思います。 

4 

 定期報告書を提出した場合は，速やかに審査に当たり，一

度は査察・立入りの再度報告の内容を確認をしてほしい。所

有者として，依頼した調査者の実施等の程度又所有する建築

物の健康状態等が明らかとなり安心と安全がより確認され

る。 

 昔は定期報告書を提出し，現地見ず書類の内容審査のみで

立入りがなかった。 

(立入り・査察・検査済受領後の使用状況違反等。)は行政の

仕事と思います。 

4 

 原則として立入調査(権利をお持ちでは)を実施されるこ

とが望ましいと思います。 

 特定行政庁：建築パトロールの徹底（駐車違反のように，

市 OB，関係団体等の支援等。）により沿道のビル，雑居ビル

等の調査・データーの収集をどんどん速やかに進めてはいか

がでしょうか。今頃始まったわけでもありません。 

 通達・例規(参考例) 『既存建築物の総合的な防災対策の

推進について』 建設省住宅局長から都道府県知事宛てへ通

達(昭和 60年 3月 29日住防発 11号･12号) (神戸大震災前) 

総合対策の実施方法 効果的に行うものとする。 

イ 定期報告制度に基づく調査及び検査の重点的な実施指

導 

ロ 建築基準法第 8条 2項に規定する維持保全計画の作成指

導 

ハ 特定行政庁による点検又は査察 

ニ 関係団体による特別の事業 

 (防災対策の実施に当たっては，所有者，管理者等の主体

的な対応が不可欠である。 なお地震時における窓ガラス等

の落下物による災害に対する対策が特に重要である。これに

ついて維持改修指導を計画的に実施する必要がある。 定期

報告制度に基づく的確な運用を計る―(省略)) 

 通達・例規(参考例) 『建築物の安全性及び市街地の防災

機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する

法律等の施行について』 国土交通省住宅局長から都道府県

建築行政主務部長宛てへ通達(平成 17年 6月 01日国住指 667

号) 同 改正 (平成 20年 4月 17日国住指 225号) 

6 
 既存不適格建築物に対する勧告・是正命令制度の創設(法

第 10条第 1項及び第 2項) 

4 

 建築主事等が立入・検査をすることができる場合の拡大

(法第 12条第 6項関係) 

 《危険性の状態が明らかでない建築物が多数存在している

ことに鑑み，当該建築物の敷地に立ち入って検査等ができる

ものとした。》 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

２５ Ａ 

2 

 複数棟の建物があります，今回改正に際して施行までの期

間があまりにも短いため，組織内部でのコンセンサスや予算

化するまでの時間が足りません，施行をもう尐し先延ばし願

いたい。 

5 

 外壁タイルの打診に際して足場組等の費用が相当高くつ

くため，緩和措置等出してほしい。併せて，実施に際して「補

助金制度」を設けてほしい。 

3 

 3 年毎の「定期報告」に当たって，打診の都度足場組等を

実施しなくてはならない，これにかかる費用をその都度かけ

なくてはならない，…景気が良い時代ならばともかく，年を

追うごとに景気が落ち込み，消費税の値上げが予定されてい

るこの時代に多額の費用が発生する法改正，確かに「安全性

を保つため」はわかりますが，もう尐し施行内容を簡素化し

てほしい。 

２６ 
Ａ 

（学校） 

1 

 東日本の大きな震災を通しあらためて安心安全対策の重

要性は最も大きな社会的価値観として取り上げるべきでし

ょう。 

3 
 報告の内容がわかりやすく答えられるか専門家に担って

もらえればありがたいです。 

6 
 私立幼稚園も公立のように公教育施設として調査してい

ただけるといいのですが…。 

２７ Ｄ 2 

 姉歯事件や大震災時の建物被害の報道等を聞いていると，

建物の安全性というのは人命にも関わる非常に大きな問題

であると痛感します。多くの人が利用する建物や障害のある

方が利用する施設などは特に定期的な安全チェックが不可

欠であると思います。定期報告制度の拡充によって市内の建

物の安全対策をしっかり行ってください。 

２８ Ｄ 2 

 ディスカウントショップなどに行くと気になるのが，所狭

しと商品が置いてあって緊急時の避難等に支障がないのか

不安になります。避難通路の確保や排煙設備の作動チェック

などを定期的にしっかりと行うことは建物の安全性確保の

ために非常に重要であると思います。 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

２９ 

Ａ 

（児童福祉施設

等） 

3 

 児童福祉施設等にも定期報告制度の拡大が検討されてい

ますが，児童福祉施設には京都市が監査を実施しておられ，

施設からの書面提出と実地見聞による安全確認を実施され

ています。 

 京都市監査との違いを明確にすると共に，施設が同じ内容

の書類を京都市の二ヵ所の課に提出する事にならないよう

に，事務の効率化を図っていただくと共に，二重行政となら

ないように調整をお願いします。 

5 

 社会的養護を担う児童福祉施設の運営費は，国庫と都道府

県および市町村からの措置費等で運営されています。今回の

報告のために専門の技術者による調査・検査が必要になると

思いますが，現在の措置費および京都市の補助金には，係る

費用についての予算計上がなされていません。当該児童福祉

施設への適応に際しては，費用を予算化し補助していただく

必要があります。 

3 

 今回の拡大が，児童福祉施設に本当に必要かどうかについ

て，所管課（児童家庭課）と十分に協議していただくことを

併せて要望させていただきます。 

３０ Ａ 
5 

 対象を広げるのには安全面からみていたしかたなしと思

うが，調査報告の費用が莫大にかかるため，補助金制度を設

けるなどの支援が欲しい。 

3  もしくは，報告頻度を長くしてもらいたい。 

３１ 

Ａ 

（ホテル又は 

旅館） 

3 

 設備点検については良否の判定が明確なため，改善すべく

対応を取りやすいが，建築に関しては良否判定が曖昧で，そ

の後の対応も行うべきか判断に困ることがある。 

 例として外壁打診調査がある。調査し，浮きやシールのは

がれなども調査するものの，その後の対応方法が明確でな

い。浮き率が○○％以上だと全面改修を要する，○○％だと

詳細調査を要する，もしくは浮きの程度を調べる方法（様子

見，即改修）など，調査後の対応基準であったり，不具合レ

ベルを詳細に調べる方法の指導であったり実用的な改善を

行って欲しい。 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

３２ 

Ａ 

（児童福祉施設

等） 

5 

 児童養護施設及び乳児院等社会的養護を担う施設につい

ては，その運営を国庫と都道府県および市町村からの措置費

でおこなっております。 

 この度の定期報告制度にもとづく専門の技術者による調

査による費用について，現在の措置費及び京都市の補助金に

は予算計上がなされておりません。 

 建築基準法に基づく児童福祉施設への適応に際しては，そ

の費用を予算化し補助していただきたいと考えます。 

 今回の報告制度の対象拡大について，当該施設の所管課

（京都市，児童家庭課）へ，特に費用面についての説明及び

理解，協議をおこなっていただきたく要望させていただきま

す。 

3 

 建築設備に係る調査については，現行の消防法に基づく消

防用設備等点検報告と，二重行政的にならないよう調査・点

検の効率化を図っていただき，費用面等の無駄を解消してい

ただきたく要望させていただきます。 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

３３ 
Ａ 

(共同住宅) 

2 

 個室ビデオ店火災事故とか，大規模空間での地震時の天井

崩落とか，東日本大震災では未曾有の被害とか，マンション

には関係のない事例を記事にして定期報告制度の必要性を

論じてみても正に机上の空論で，マンションのことがよく

(全く)分かっていない。 

 案自体は間違っているとは思はないが，定期的に大規模改

修工事を行っている分譲マンションにたいしても同じ網を

かぶせようと云う考えには全く賛同出来ない。 

 したがって定期的に大規模改修工事を行っている分譲マ

ンションは対象外にすべきです。 

2 

 また，外壁が「塗装」のマンションは対象外とすべきだと

考えます。 

 百歩譲ったとしても大規模改修工事を行なった時に「調査

報告書」の提出を行う方式にすべきだと考えます。 

3 

 130 項目ほどあると言われている調査事項の内，マンショ

ンの維持・管理に必要でないものは調査項目から除外すべき

だと考えます。 

2 

 マンションに関係の深い「外壁タイルの落下事故」につい

ての調査方法について，その都度足場を設置するとすれば数

百万円の費用が必要になるがと確認したら，「梯子のとどく

高さまででよい」と回答された。 

 それ以上の階からのタイルの落下事故は想定外として不

問とするのか。こんな無責任な調査を約 2,400棟のマンショ

ンに義務化するのは納得できないし馬鹿げている。 

 各マンションは「外壁タイルの落下事故」についてはもっ

と真剣に検討し対処しています。 

5 

 重ねて，調査報告書(検査費用)については概算費用すら回

答されませんでした。すでに数百件の実績がありながら「調

査していないので分かりません」とは無責任の極みです。 

 調査して，二三事例を挙げて回答をください。責任ある回

答をお願いします。 

 概算費用も分からぬままに支出を強要されるマンション

が，本件に賛同することができるとお考えですか。心のこも

った回答を要求します。 

6 

 3月 4日と 7日に開催された説明会の議事録の発表を早急

にお願いします。 

 市のホームページに本件用の枠の増設を希望します。 

6 

 具体的な意見集約及び発表方法，今後の日程，等何も明確

に示されていません。今後のスケジュールの明示を強く要求

します。言いっぱなしの聞きっぱなしは認められません。 

2 

 今回の件は景観条例の場合以上に，分譲マンションに直接

的な脅威を与えます。 

 定期的に大規模改修工事を行っている分譲マンションは

対象外とすることを強く要求します。 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

３４ 未記入 

1 

 よい制度だと思いますが，最近何でも決まりで縛る傾向で

すね。 

 何か，所有者本人の努力を促す方向の制度はできないもの

でしょうか。 

1 

 京都市が決めることではないですが，報告制度などではな

く，火災保険等の査定の際に，建物の状況を保険会社が見て，

保険料に大きくひびくような形になれば，おのずと皆さんき

っちり手入れするようになるのではないでしょうか。 

 他の一般的な社会制度に組み込まれれば，放っておいても

民間活用でそこそこの安全が確保できるようになるのでは

ないでしょうか。 

 そこではじめて所有者本人の責任感が出てくるのではな

いですか。自分の財産の値打ちに関わるわけですから。 

いずれにしましても，制度の成功をお祈りいたします。 

３５ Ｄ 

4 

 役所の求める検査にあまり期待していない。定期報告にし

ても適当に済ますことは可能であるし，報告レベルもピンき

りだと思う。 

 なので，報告内容をひとつひとつ精査してもあまり意味が

ない。 

 ただ，物品の放置状況や，各部の補修状況をみて，その建

物の維持管理状態を「推して知るべし」することはでき，む

しろ，それが重要ではないか。 

 精査するより，「推して知るべし」でランク分けして，ひ

どいものは見に行かれたらどうか。 

金をかけて細かいことをさせるより，簡単な調査で厳しい指

導のきっかけにされたほうが有効ではないか…。 

6 

 あと，パブリックコメントについて，ここまで費用をかけ

るのもいかがなものか。周知をすることが大切であるし，今

のご時世，役所が勝手に…という訳にも行かないと思うが，

意見用紙もおおかたゴミ箱へ行ってしまうし，立派なカラー

刷りのパンフレットもどうか。 

 老若男女問わず広く市民にという性格のものならわから

ないでもないが，それぞれの一定の専門家なりに知らせるわ

けで，意見を求めるのも使い分けられたらいかがであろう

か。 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

３６ 未記入 3 

  ～前略～ 

 日頃感じておりました 公共の施設内の空気環境について

ですが 場所によっては 入る事ができなかったり だんだん

と 体調が悪くなり 帰宅後 寝込んだりいたします。 

 はたして この建物の 空気質は 基準値内なのか‥疑問に

感じておりました。 

 建築物の構造や災害時に 安全か？は勿論ですが 近年，シ

ックハウス症候群・シックスクール・シックビルディングの 

発症者が 減る事もなく まだまだ増加しているため 施設を

利用する 京都市民の健康と 施設で働いておられる方々の

体調を 危惧いたします。 

 せめて基準値内の空気質を保っているか 市民皆さんが 

こころがける きざしになるのではないでしょうか？ 

 人間は ほんの数秒しか 呼吸を止めることはできません。 

 日々の生活の空気の質によって 発症者がいることは 否

めません。 

 空気質に付いて基準値を設け 建物の健康診断の項目の一

つに是非とも追加をお願いいたします。 

２００３年７月１日（平成１５年） 

 ・建築基準法２８条２等 

 ・国土交通省告示第２７４号 

等で基準が 定められましたが まだ尚減らぬ発症者の報告

がございます。 

 このことから 京都市内における公共施設内の空気質につ

いて 基準値を 上回っていないか？ 

 京都独自に 報告内容に組み入れていただきたく お願い

申し上げます。 

 空気環境を悪くしている例と 体調が悪くなる場所といた

しまして 

  ～以下略～  （具体的施設例等が上がっているため

と，第三者からの引用文があるため） 

３７ Ｄ 2 

 今回の制度改正については基本的に賛成です。 

 とくに悪質な建物については，しっかりと指導をお願いし

たいです。 

 ただ，そういうものは，小さい建物のほうが多いと思いま

す。 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

３８ 

～ 

４７ 

(10

名の

意見

集

約) 

Ａ 

（ホテル又は 

旅館） 

5 
 業者に見積もりを依頼すると 非常に大きな料金幅があ

る。 

5  検査費用が高すぎる。 

5  行政で目安料金を出してほしい。 

5  市としての目安，基準を出してほしい。 

5  すべてはお金の問題。 

5  費用負担の問題。 

5  非常に厳しい現状でこれ以上，お金に余裕がない。 

5  市として補助金が出ないのか。 

5  外壁検査（打診）の費用が高すぎる。 

3  検査は消防と同じ検査項目がある。 

3  消防と検査をリンクしてほしい。 

5  設備で大きい旅館で毎年 40～50万費用がかかる。 

3  市が仲介で建築士と打合せしてほしい。 

3  自主検査できないのか。 

3  お勧めの業者を市として案内できないのか。 

5 
 各社から見積を取ると料金バラバラ 行政指導してほし

い。 

４８ 
Ａ 

（学校） 

1 

 今回の定期報告制度は，大変重要なことであると思う。 

 幼い子供の命を守る事は，何にもかえ難い事であり，当園

のみならず，大切な宝物（者）として守り，育てる為に，安

心安全を担保するために不可欠と思う。 

 管理者のみならず，現場に於いて仕事を担う者すべてが，

この制度をしっかり受け止め，環境を整える為にも，見る目，

聞く耳を持つことが必要と考える。 

5 
 調査結果に基づいて発生する経費に対して，何らかの補助

が見込めるのでしょうか。 

４９ Ｄ 2 

 日頃，スーパーなどで，所せましとモノがならべてあった

り，出入口がふさがっていたりします。 

 また，町屋を改装した飲食店の２階の奥などに通されたと

き，火事が起こったらどうなるんだろうと心配になったりし

ます。 

 京都は小さくてごちゃごちゃした建物が多いので，そうい

った建物にもぜひ対象をひろげていってください。 

５０ Ｄ 2 

 他県の人間に言われたのですが，京町屋を残すというのは

結構ですが，なんでもかんでも残せばいいというものではな

いというものでした。 

 最近，古いものに対して，異常な感傷にも感じるくらいの

執着を示すひとがいますが，何かに転用さえすれば安全性に

ついてはどうでもいいのかと感じられる物件をよく目にし

ます。木造の建築物で火災が心配されるはずなのに，転用し

ている人たちはそれらについては関心がないような気がし

ます。ほっといて，問題が起きたら対処するという方針なの

ですか？ 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

５１ Ｄ 2 

 学校，図書館等の施設が対象になるのはとても安心です。 

 大勢の市民が使う建物なので，危険のないようお願いしま

す。 

５２ Ｄ ― ―解読できず― 

５３ 
Ａ 

（学校） 

2 

 ○○大学は京都市内に約○○万㎡の対象施設を保有して

おり，報告書の提出にあたり多くの時間を必要とします。 

つきましては以下の点についてご配慮いただきたいと考え

ています。 

①定期報告対象建築物の面積緩和について 

 京都市の定期報告対象建築物（学校）は 1000 ㎡以上が対

象となっていますが，本学の場合約○○○棟，約○○万㎡が

対象となります。 

 急激な業務量変化を避けるためにも，対象面積を多く他の

行政で定められている 2000㎡以上（本学の場合約○○○棟，

約○○万㎡）に緩和していただけないでしょうか。 

3 

②調査実施時期について 

 京都市建築基準法施行細則第 28 条第 4 項及び京都市建築

基準法施行細則第 29条第 4項（法第 12条第 1項に規定する

調査は，同項の規定による報告の日前 3月以内に行われたも

のでなければならない。）とされていますが，短期間に全て

の施設を調査することは非常に困難です。例えば３年間で点

検を行った結果を提出するなど，現実的に作業が可能な運用

をお願いできないでしょうか。 

3 

③提出資料について 

 点検の方法，提出資料の内容（設計図面ではなく，文部科

学省に提出する施設実態報告の図面（シングルライン等の簡

易な図面）を使用する等）について，協議をお願いしたいと

考えております。 



 

受付 

番号 

区分 意見内容 

５４ 
Ａ 

(共同住宅) 

2 

（１）今回の改正で，一部の共同住宅は３年ごとの手の届く

範囲での打診検査が必要となる。 

 市のご担当者によると，対象の拡大に伴ってこれまで利用

していなかった国の制度を利用する。 

 一方，建物の１０年ごとの全面打診検査は，既に国が義務

付けている，とのことであった。 

 ３年ごとの打診，１０年ごとの全面打診ともに，平成２０

年４月１日の建築基準法第１２条関係の施行規則改正に関

わるものと思われるが，今回の対象拡大の説明だけでは極め

てわかりにくい。 

 どちらも同じ建築基準法の改正点であるのだから，両方を

関連付けて説明する必要がある。 

 例えば，対象となった建物だけが１０年の全面打診をする

のか，それらを除く特定建物もするのかなど，不明瞭な点が

多い。 

2 

（２）昨年の震災により，耐震の重要性を拡大するのは異議

がない。 

 しかし，平成２０年の改正は「建築物を常時適法な状態に

維持するように努めなければならない」との考え方に基づい

て行われているのであって，京都市の改正に耐震を加えるこ

とはわかりにくい。 

 本来，耐震のために行うべきことは，建物の維持管理とは

別に行うべきである。 

 今回の改正においては，尐なくとも，平成 20 年の改正の

適用部分と，耐震強化の部分をわけて導入の理由を説明すべ

きである。 

2 

（３）分譲マンションでは，多くは法人でない管理組合が法

律改正を実施しなければならないが，通達一報で遵守するよ

うに言われても遵守できるものではない。 

 まず，管理組合が法律変更の理由と変更による影響・効果

を十分に理解した上で，組合員全員に報告し，理解を得なけ

ればならない。 

 特に，区分所有法に従って運用している管理組合にとっ

て，今回の改正が区分所有法と合致しているのか，区分所有

法上，別途，組合がすべき業務が発生するのかなど情報が不

足している。 

 管理組合の不安としては，京都市が勝手に制定した法律に

従う必要がないと集会で否認されたらどうするのか。 

 3年ごとの検査，10年ごとの全面打診検査の費用にともな

う管理費ＵＰをどう説明したらよいか，等があげられる。 

 京都市には，改正決定前に，分譲マンションの管理組合を

対象とした説明会を実施して頂きたい。 

 


